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≪教育長メッセージ 第 70 号≫ 

『義務教育の無償化』 

 ２０年以上も前のことですが、小学校の担任教員だった頃、よく子ども

たちに集金袋を配っていました。 

 「給食費」「教材費」「学級費」「遠足代」「ＰＴＡ会費」などを集金する

ためです。 

 ２０代で自分の子どもがいませんでしたから、学校はけっこうお金がか

かるんだなあと思っていましたし、集金事務は、お金を扱うことから気を

遣うし、期限を過ぎても集まらないこともあり、子どもに催促することは

もちろん、保護者にも催促の電話をすることに気が引けていました。 

 

 その頃、学校は、保護者の負担をあまり気にもせず、当然のように、集

金袋を配っていました。保護者は、子どものためということで、その都度、

工面されていたことでしょう。そう思うと、ふり返って、自分の両親も、

大変だったんだろうなと思い、有難いと感謝したところです。 

  

日本国憲法第２６条第２項には、「すべての国民は、法律の定めるとこ

ろにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教

育は、これを無償とする。」と明記されています。そして、義務教育の無償

については、法律の定めとして、教育基本法第５条第４項において、「国

又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を

徴収しない。」となっているところです。 

法的な意味での義務教育の無償については、公立学校では授業料不徴収

ということであり、現在は教科書無償措置法により、小中学校の教科書は

無償配布となっているところです。 

 また、義務教育の機会均等という観点から、教育基本法第４条第３項に

おいて、「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理

由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならな

い。」と定められ、対象となる保護者には、子どもの学校教育活動に必要

な経済的な負担についての支援がなされているところです。 

 

 それにしても、学校はけっこうお金がかかると感じている保護者は多い

ことでしょう。それでも、保護者は、子育ての責任として、子どものため

と思って、ご苦労されていることでしょう。 



 海老名市では、保護者の学校に係る経費負担の軽減策として、これまで、

就学援助制度はもちろんのこと、小学校１年生、中学校１年生の教材費の

公費負担、小学校野外教育活動への全額補助、中学校野外教育活動への一

部補助などを行ってきました。 

 また、子育て支援策として、小中学生の医療費については、自己負担分

を公費で負担し無償となっているところです。 

 

 確かに、義務教育を受けさせるのは、保護者の義務であり、そのための

費用を負担するのは保護者の責任です。しかしながら、私としては、保護

者の負担経費をできるだけ軽減できないかと考え、昨年から、保護者の代

表者と学校（教職員）の代表と教育委員会の担当職員の三者で「保護者負

担経費検討委員会」を立ち上げ、検討を進めているところです。 

 教材費や制服代、修学旅行費などの高額の保護者負担経費について、徴

収の項目や金額等の現状を取りまとめ、保護者へのアンケートを行い、そ

れらをもとに話し合いを重ねているところです。 

そして、今年の秋には、保護者負担経費の在り方についての報告書をま

とめたいと計画しているところです。 

 「義務教育の無償化」は、保護者の子育ての責任という観点から完全無

償化について、その是非の議論が必要でありますが、保護者負担経費の在

り方について、関係者が十分に話し合い、見直しを図ることは、喫緊の課

題であると、私は考えるのです。 

 

 

 次回は、「忘れたこと」と題して、私が一番に、学校教育として取り組み

たいことについて、述べてみたいと思います。     

 

 

 


